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令和 3年 3 月 26 日 

各 位 

 

静岡県富士市上横割 10 番地 

更生会社 大興製紙株式会社 

管財人  等    健 次 

管財人  綾    克 己 

 

 

レンゴー株式会社との事業再生支援に関する合意書の締結のご報告 

 

更生会社大興製紙株式会社（以下「当社」といいます。）管財人等健次及び同管財人綾

克己（以下「管財人」といいます。）は、令和 3 年 3 月 26 日、レンゴー株式会社（以下「レ

ンゴー」といいます。）との間で、事業再生支援に関する合意書（以下「本合意書」といい

ます。）を締結しましたので、ご報告いたします。 

関係各位には大変ご迷惑とご心配をお掛けしておりましたが、今後、レンゴーの支援を

受けながら、会社再建に全力を尽くして参りますので、引き続きご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

１ 本合意書締結の経緯 

当社は、令和 3 年 1 月 15 日、レンゴーとの間で同社が当社に対するスポンサー支援

を検討するとの基本合意書を締結し、同日、東京地方裁判所に更生手続開始の申立てを

行いました（令和 3 年（ミ）第 1 号）。以降、レンゴーとの間で具体的な支援の内容に

ついて協議を重ね、この度、同社との間で本合意書を締結するに至った次第です。  

なお、本合意書は、更生手続における裁判所の許可を得られることを条件として効力

を生じます。 

 

２ 本合意書の概要 

 本合意書は、当社がレンゴーから事業再生について支援を受けることを内容としてい

ます。 

具体的には、更生計画案の認可決定を経た上、当社は、令和 3 年 9 月 1 日を目途に、

当社の既存の全株式を無償取得して消却し、レンゴーに第三者割当増資の方法により募

集株式を発行することで、当社は、同社の完全子会社となる予定です。完全子会社化後

は、当社はレンゴーグループの一員として、レンゴーから製造及び販売の両面から支援

を受けて、経営再建と業容拡大を図ります。 

また、完全子会社化前においても、当社はレンゴーから、事業継続に必要な資金の貸
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付け等により支援を受けることを予定しています。 

レンゴーの概要については、下記をご参照ください。 

 

３ 今後の手続の見通し  

今後、当社管財人は、本合意書の内容を踏まえ、速やかに更生計画案を策定し、令和

3年 5 月末日までに更生計画案を提出する予定です。 

更生計画案における弁済条件等の詳細については、更生計画案を提出した後に別途債

権者の皆様にご案内申し上げます。 

更生計画案が可決及び認可された後、当社は令和 3年 9 月 1日を目途にレンゴーの完

全子会社となることを予定しております。 

 

 

記 

 

商号 レンゴー株式会社 

本社所在地 大阪府大阪市北区中之島 2－2－7 中之島セントラルタワー 

設立（創業） 1920 年 5 月 2 日（1909 年 4 月 12 日） 

主たる事業内容 板紙・紙加工関連事業、軟包装関連事業、重包装関連事業、海外

関連事業、その他の事業 

資本金 31,066 百万円（2020 年 3月 31日現在） 

連結売上高 

単体売上高 

683,780 百万円（2020 年 3 月期） 

331,080 百万円（2020 年 3 月期） 

 

以上 

 


